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長
期
国
債
先
物
取
引
に
対
す
る
行
政
処
分
勧
告

〜
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
と
相
場
操
縦
〜

吉
川
　
真
裕

二
〇
一
四
年
九
月
五
日
金
曜
日
、
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
ニ
ュ
ー
ス
（
二
時
五
分
）
に
相
場
操
縦
の
疑
い
が
あ
る
行
為
が
発
覚
し
、

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
五
日
に
も
金
融
庁
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
違
反
で
課
徴
金
納
付
命
令
を
勧
告
す
る
方
針
で
あ
る
と

い
う
報
道
が
流
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
同
日
の
日
本
経
済
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
報
道
に
よ
れ
ば
相
場
操
縦
の
疑
い

が
も
た
れ
て
い
る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
外
国
籍
の
男
性
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
自
動
売
買
を
繰
り
返
し
て
長
期
国
債

先
物
価
格
を
動
か
し
、
不
正
に
利
益
を
得
た
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
期
国
債
先
物
の
相
場
操
縦
で
投
資
家
が
行
政

処
分
を
受
け
た
例
は
な
く
、
課
徴
金
の
納
付
命
令
が
出
れ
ば
初
め
て
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
課
徴
金
は
数
十
万
円
の
見

通
し
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
報
道
通
り
、
九
月
五
日
に
は
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
金
融
庁
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
違
反
で
三
三
万
円
の
課
徴
金

納
付
命
令
を
勧
告
す
る
こ
と
を
発
表
し
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
九
時
三
三
分
頃
か
ら
一
四
時
五
八
分
頃
ま
で
に
お
こ
な
わ
れ
た

長
期
国
債
先
物
取
引
に
係
る
約
定
さ
せ
る
意
思
の
な
い
発
注
行
為
が
相
場
操
縦
行
為
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

以
下
で
は
公
表
さ
れ
て
い
る
情
報
か
ら
事
件
の
真
相
に
迫
る
と
と
も
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
自
動
売
買
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

取
引
）
と
相
場
操
縦
の
問
題
に
関
し
て
考
察
す
る
。



１
　
日
本
経
済
新
聞
に
よ
る
観
測
報
道

二
〇
一
四
年
九
月
五
日
金
曜
日
、
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
ニ
ュ
ー
ス
（
二
時
五
分
）
に
相
場
操
縦
の
疑
い
が
あ
る
行
為
が
発
覚
し
、

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
五
日
に
も
金
融
庁
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
違
反
で
課
徴
金
納
付
命
令
を
勧
告
す
る
方
針
で
あ
る
と

い
う
報
道
が
流
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
同
日
の
日
本
経
済
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
た
（
１
）。

こ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
長
期
国
債
先
物
の
年
間
取
引
高
は
過
去
に
は
一
〇
〇
〇
兆
円
を
超
え
る
規
模
で
あ
り
、
取
引
量
が
大
き
い

た
め
に
個
別
の
株
式
な
ど
と
比
べ
て
相
場
操
縦
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
日
本
銀
行
が
国

債
を
大
量
に
買
い
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民
間
の
取
引
量
が
急
減
し
、
日
中
の
売
買
注
文
が
数
十
億
円
程
度
ま
で
少
な
く
な
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
取
引
が
薄
い
時
間
帯
を
見
計
ら
っ
て
相
場
操
縦
が
仕
掛
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
と
い
う
。

相
場
操
縦
の
疑
い
が
も
た
れ
て
い
る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
外
国
籍
の
男
性
で
、
約
定
す
る
意
思
の
な
い
大
量
の
注
文
を
出

す
手
法
（
見
せ
玉
）
を
使
っ
た
疑
い
が
も
た
れ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
自
動
売
買
を
繰
り
返
す
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
に
よ
っ

て
小
幅
に
相
場
を
動
か
し
、
利
益
を
積
み
上
げ
た
も
の
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
認
定
し
た
相
場
操
縦
の

期
間
は
一
日
の
み
で
、
こ
の
日
に
得
た
利
益
は
数
十
万
円
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
相
場
操
縦
を
お
こ
な
っ
て
い
た
期
間
は
証

券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
認
定
し
た
期
間
よ
り
も
長
い
と
み
ら
れ
、
不
正
に
得
た
利
益
は
多
額
に
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

長
期
国
債
先
物
の
相
場
操
縦
で
投
資
家
が
行
政
処
分
を
受
け
た
例
は
な
く
、
課
徴
金
の
納
付
命
令
が
出
れ
ば
初
め
て
と
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
課
徴
金
は
数
十
万
円
の
見
通
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
長
期
国
債
先
物
で
は
一
単
位
の
取
引
で

一
テ
ィ
ッ
ク
（
最
小
値
幅
一
銭
）
で
一
万
円
の
利
益
（
手
数
料
・
税
金
を
除
く
）
が
出
る
の
で
、
相
場
を
大
き
く
動
か
す
よ
う
な
取

引
で
は
な
く
、
一
カ
イ
二
ヤ
リ
の
小
規
模
な
取
引
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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２
　
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
発
表

日
本
経
済
新
聞
の
予
想
通
り
、
九
月
五
日
に
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
金
融
庁
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
違
反
で
三
三
万
円

の
課
徴
金
納
付
命
令
を
勧
告
す
る
こ
と
を
発
表
し
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
九
時
三
三
分
頃
か
ら
一
四
時
五
八
分
頃
ま
で
に
お
こ

な
わ
れ
た
長
期
国
債
先
物
取
引
に
係
る
発
注
行
為
が
相
場
操
縦
行
為
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
２
）。

日
本
経
済
新
聞
の
観
測
報
道
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
外
国
籍
の
男
性
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
自
動
売
買
を
繰
り
返
し
て
長
期

国
債
先
物
価
格
を
動
か
し
、
不
正
に
利
益
を
得
た
疑
い
が
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
公
表
文
書
に

は
課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
に
対
す
る
情
報
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
た
だ
し
、「
本
件
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨

監
督
庁
（M

onetary
A

uthority
of

Singapore

）
及
び
日
本
取
引
所
自
主
規
制
法
人
よ
り
支
援
が
な
さ
れ
て
い
る
。」
と
付
記
さ
れ

て
い
る
）。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
九
時
三
三
分
頃
か
ら
一
四
時
五
八
分
頃
ま
で
の
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
長
期
国
債

先
物
取
引
に
係
る
相
場
操
縦
行
為
で
あ
る
こ
と
、
日
本
経
済
新
聞
の
観
測
報
道
で
数
十
万
円
と
み
ら
れ
て
い
た
課
徴
金
額
が
三
三
万

円
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
課
徴
金
納
付
命
令
の
対
象
案
件
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
そ
し
て
、

同
日
の
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
の
英
文
ニ
ュ
ー
ス
で
は
東
京
で
お
こ
な
わ
れ
た
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
で
金
融
庁
の
担
当
官
が
、
課
徴
金
納
付

命
令
対
象
者
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
二
〇
代
の
男
性
で
あ
り
、
あ
る
会
社
の
役
員
（w

orking
as

a
com

pany
executive

）
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
課
徴
金
納
付
命
令
の
対
象
案
件
が
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
（
３
）。

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
公
表
文
書
『
長
期
国
債
先
物
に
係
る
相
場
操
縦
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
の
勧
告
に
つ
い
て
』
で

は
「
勧
告
の
内
容
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、
長
期
国
債
先
物
に
係
る
相
場
操
縦
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
、
下
記
の
と
お
り
法
令
違
反
の
事

（14）



実
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
本
日
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
に
対
し
て
、
金
融
庁
設
置
法
第
二
〇
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
課
徴
金
納
付
命
令
を
発
出
す
る
よ
う
勧
告
を
行
っ

た
。」ま

た
、
同
文
書
は
「
法
令
違
反
の
事
実
関
係
」
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
は
、
長
期
国
債
先
物
（
平
成
二

五
年
九
月
限
月
）
に
つ
い
て
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
誘

引
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
別
表
記
載
の
と
お
り
、
平
成
二
五
年

六
月
二
六
日
午
前
九
時
三
三
分
頃
か
ら
同
日
午
後
二
時
五
八
分

頃
ま
で
の
間
、
約
定
さ
せ
る
意
思
が
な
い
の
に
、
買
い
最
良
気

配
値
以
下
の
価
格
に
多
数
の
買
い
注
文
を
発
注
し
た
り
、
売
り

最
良
気
配
値
以
上
の
価
格
に
多
数
の
売
り
注
文
を
発
注
し
た
り

す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
上
記
先
物
合
計
三
九
単
位
を
買
い

付
け
る
一
方
、
同
先
物
合
計
三
九
単
位
を
売
り
付
け
る
と
と
も

に
、
同
先
物
合
計
一
六
七
二
単
位
の
買
い
注
文
及
び
合
計
七
五

七
単
位
の
売
り
注
文
を
発
注
し
、
も
っ
て
、
自
己
の
計
算
に
お

い
て
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
繁
盛
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
、

（15）

（出所）証券取引等監視委員会　http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140905-1/01.pdf



か
つ
、
上
記
先
物
の
相
場
を
変
動
さ
せ
る
べ
き
一
連
の
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
委
託
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
が
行
っ
た
上
記
の
行
為
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
一
七
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
「
第
一
五
九
条

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
一
連
の
有
価
証
券
売
買
等
」
及
び
「
そ
の
委
託
等
」
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。」

さ
ら
に
、
同
文
書
の
「
課
徴
金
の
額
の
計
算
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
上
記
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
課
徴
金
の
額
は
、
三
三
万
円
で
あ
る
。

計
算
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
。

（
別
紙
）

○
課
徴
金
の
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

１．

金
融
商
品
取
引
法
第
一
七
四
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
、
課
徴
金
の
額
は
、
売
買
対
当
数
量
（
注
１
）
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
、（
有
価
証
券
の
売
付
け
等
の
価
額
）
（
有
価
証
券
の
買
付
け
等
の
価
額
）
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。

（
注
１
）
売
買
対
当
数
量：

当
該
違
反
行
為
に
係
る
有
価
証
券
の
売
付
け
等
数
量
と
買
付
け
等
数
量
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い

数
量
を
い
う
。

２．

本
件
に
お
け
る
課
徴
金
の
額
は
、
下
記
の
と
お
り
計
算
し
た
額
（
注
２
）
の
三
三
万
円
と
な
る
。

平
成
二
五
年
六
月
二
六
日
に
お
け
る
一
連
の
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
委
託
に
つ
い
て
（
有
価
証
券
の
売
付
け
等
の
価
額
）

五
五
億
四
五
五
〇
万
円
（
有
価
証
券
の
買
付
け
等
の
価
額
）
五
五
億
四
五
一
七
万
円
＝
三
三
万
円

（
注
２
）
有
価
証
券
の
売
付
け
等
の
価
額
及
び
買
付
け
等
の
価
額
の
明
細
は
、
別
表
（PD

F
:72K

B

）
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。」
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３
　
日
本
経
済
新
聞
の
関
連
記
事

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
金
融
庁
に
対
し
て
金
融
商
品
取
引
法
違
反
で
三
三
万
円
の
課
徴
金
納
付
命
令
を
勧
告
す
る
こ
と
を
発

表
し
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
九
時
三
三
分
頃
か
ら
一
四
時
五
八
分
頃
ま
で
に
お
こ
な
わ
れ
た
長
期
国
債
先
物
取
引
に
係
る
発
注

行
為
が
相
場
操
縦
行
為
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
別
表
と
し
て
公
表
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
取
引
数
量
と
取
引
価

格
は
わ
か
る
が
、
委
託
注
文
（
成
立
し
な
か
っ
た
注
文
）
は
売
り
・
買
い
別
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
指
値
価
格
が
明
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
単
一
注
文
な
の
か
集
計
注
文
量
な
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
法
令
違
反
の
事
実
関
係
」
に
お
い
て
「
課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
は
、
・
・
・
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
誘
引
す
る
目
的
を

も
っ
て
、
・
・
・
約
定
さ
せ
る
意
思
が
な
い
の
に
、
買
い
最
良
気
配
値
以
下
の
価
格
に
多
数
の
買
い
注
文
を
発
注
し
た
り
、
売
り
最

良
気
配
値
以
上
の
価
格
に
多
数
の
売
り
注
文
を
発
注
し
た
り
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
・
・
・
上
記
先
物
合
計
三
九
単
位
を
買
い

付
け
る
一
方
、
同
先
物
合
計
三
九
単
位
を
売
り
付
け
る
と
と
も
に
、
同
先
物
合
計
一
六
七
二
単
位
の
買
い
注
文
及
び
合
計
七
五
七
単

位
の
売
り
注
文
を
発
注
し
、
も
っ
て
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
繁
盛
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
、
か
つ
、

上
記
先
物
の
相
場
を
変
動
さ
せ
る
べ
き
一
連
の
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
委
託
を
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
買
い
注
文
は
最
良
買
い
気
配
未
満
の
価
格
、
売
り
注
文
は
最
良
売
り
気
配
超
の
価
格
で
指
値
注
文
を
出
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、「
多
数
の
買
い
注
文
」
や
「
多
数
の
売
り
注
文
」
が
数
量
が
多
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
注
文
件
数
が
多
い
こ
と

を
意
味
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
別
表
の
数
字
を
見
て
相
場
操
縦
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
数
字
が
な

ぜ
公
表
さ
れ
て
い
る
の
か
不
可
解
で
あ
る
。
課
徴
金
の
計
算
根
拠
を
示
す
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
成
立
し
な
か

っ
た
注
文
を
示
す
必
要
は
な
い
し
、
成
立
し
な
か
っ
た
注
文
を
多
数
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
相
場
操
縦
を
し
た
こ
と
の
証
拠
に

は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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九
月
五
日
に
公
表
さ
れ
た
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
課
徴
金
納
付
命
令
勧
告
文
書
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
九
月
六
日
土
曜
日
、

日
本
経
済
新
聞
電
子
版
ニ
ュ
ー
ス
（
〇
時
四
三
分
）
は
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
の
長
期
国
債
先
物
取
引
に
関
す
る
関
連
情
報
を
提

供
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
同
日
の
日
本
経
済
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
た
（
４
）。

こ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、「
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
五
日
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
通
じ
た
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
長
期

国
債
先
物
を
相
場
操
縦
し
た
と
し
て
、
海
外
の
個
人
投
資
家
に
課
徴
金
納
付
命
令
を
出
す
よ
う
金
融
庁
に
正
式
に
勧
告
し
た
。
〇
・

三
秒
で
注
文
を
取
り
消
す
手
法
で
、
他
の
自
動
売
買
を
誘
い
、
相
場
を
動
か
し
た
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
証
券

取
引
等
監
視
委
員
会
の
文
書
に
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
通
じ
た
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
」
や
「
海
外
の
個
人
投
資
家
」、「
〇
・
三
秒

で
注
文
を
取
り
消
す
手
法
」
と
い
っ
た
表
現
は
な
く
、
公
表
さ
れ
た
事
実
で
は
な
い
。
前
日
の
「
相
場
操
縦
の
疑
い
が
も
た
れ
て
い

る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
外
国
籍
の
男
性
で
、
約
定
す
る
意
思
の
な
い
大
量
の
注
文
を
出
す
手
法
（
見
せ
玉
）
を
使
っ
た
疑
い

が
も
た
れ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
自
動
売
買
を
繰
り
返
す
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
に
よ
っ
て
小
幅
に
相
場
を
動
か
し
、
利
益
を

積
み
上
げ
た
」
と
い
う
報
道
と
同
じ
情
報
源
か
ら
の
情
報
で
あ
ろ
う
が
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
勧
告
文
書
を
補
う
た
め
に
以

下
で
は
こ
の
未
確
認
情
報
を
紹
介
し
て
お
く
。

「
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
午
前
九
時
三
三
分
。
日
本
の
長
期
国
債
先
物
市
場
に
、
数
十
億
円
規
模
の
買
い
注
文
が
出
て
、
瞬
時

に
消
え
た
。
注
文
の
主
は
今
回
、
課
徴
金
勧
告
が
出
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
在
住
の
中
国
人
投
資
家
と
さ
れ
る
。
同
年
四
月
に
日
銀
が
大

規
模
緩
和
の
一
環
と
し
て
国
債
を
大
量
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
市
場
取
引
が
減
り
、
先
物
市
場
で
も
相
場
を
動
か
せ
る
と
考
え
た
。

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
と
呼
ば
れ
る
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
を
駆
使
し
て
、
約
定
す
る
意
思
が
な
い
大
量
の
注
文
を
出
す
「
見
せ
玉
」
を

繰
り
出
し
た
。
見
せ
玉
が
出
た
時
間
は
〇
・
三
秒
。
ま
ば
た
き
一
回
分
の
速
さ
に
反
応
し
た
の
は
、
別
の
投
資
家
の
自
動
売
買
シ
ス

テ
ム
だ
。
買
い
注
文
に
つ
ら
れ
、
先
物
価
格
は
一
銭
上
昇
す
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
投
資
家
は
こ
の
間
に
売
り
抜
け
、
約
三
万
円
の

（18）



利
益
を
上
げ
た
。
一
日
に
一
三
回
繰
り
返
し
、
課
徴
金
と
同
等
の
計
三
三
万
円
を
稼
い
だ
と
い
う
。

監
視
委
に
よ
る
と
、
相
場
操
縦
し
た
投
資
家
は
二
〇
代
で
投
資
運
用
会
社
の
役
員
。
中
国
の
清
華
大
学
で
数
理
学
を
学
び
、
自
ら

自
動
売
買
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
相
場
操
縦
に
使
え
る
よ
う
書
き
換
え
た
と
さ
れ
る
。
当
局
の
調
査
に
対
し
て
「
シ
ス
テ
ム
は
欺
い
た
が
、

人
は
欺
い
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
。

日
本
国
内
で
も
自
動
売
買
は
個
人
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
。
外
国
為
替
証
拠
金
（
Ｆ
Ｘ
）
取
引
で
は
イ
ン
ヴ
ァ
ス
ト
証
券
や
セ
ン
ト

ラ
ル
短
資
Ｆ
Ｘ
な
ど
が
顧
客
に
提
供
す
る
。
自
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
で
販
売
す
る
業
者
も
存
在
し
、「
日
本
で
も
今
回
の
よ
う
な

相
場
操
縦
が
い
ず
れ
出
て
く
る
」
と
監
視
委
幹
部
は
警
戒
す
る
。
し
か
も
、
相
場
操
縦
を
狙
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
販
売
業
者
が
個
人
に

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
わ
せ
、
個
人
が
相
場
操
縦
し
た
場
合
、
販
売
業
者
に
行
政
上
の
罰
を
科
せ
る
か
不
明
確
だ
。
金
融
商
品
取
引

法
上
の
盲
点
と
し
て
、
突
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

今
回
の
相
場
操
縦
を
最
初
に
見
つ
け
た
の
は
日
本
取
引
所
自
主
規
制
法
人
だ
っ
た
。
売
買
審
査
部
で
は
数
十
人
の
職
員
が
机
に
複

数
置
か
れ
た
パ
ソ
コ
ン
画
面
を
真
剣
に
見
つ
め
る
。
不
適
正
の
疑
い
が
あ
る
取
引
は
取
引
履
歴
を
再
現
し
て
分
析
す
る
。
日
本
取
引

所
と
監
視
委
が
協
力
し
て
相
場
操
縦
を
認
定
し
た
の
は
今
回
一
日
の
み
だ
っ
た
。「
他
に
も
疑
い
の
あ
る
取
引
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」。
あ
る
市
場
参
加
者
は
こ
う
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
従
来
の
よ
う
に
数
日
か
け
て
価
格
を
大
き
く
上
げ
る
手
法
で
は
な
く
、

自
動
売
買
で
小
口
の
取
引
を
繰
り
出
す
相
場
操
縦
は
発
見
が
よ
り
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
不
正
を
手
掛
け
る
投
資
家
と
監
視
委
と
の

暗
闘
は
続
き
そ
う
だ
。」

こ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
は
大
口
注
文
を
〇
・
三
秒
間
だ
け
出
し
て
取
り
消
し
、
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
反
応
し
て
価
格
が
動
い
た
場
合
に
有
利
な
価
格
で
取
引
を
お
こ
な
う
と
い
う
見
せ
玉
を
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
見
せ
玉
は
一
三
回
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
比
較
的
単
純
な
取
引
を
お
こ
な
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
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４
　
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
と
相
場
操
縦

日
本
経
済
新
聞
の
関
連
情
報
に
よ
れ
ば
〇
・
三
秒
と
い
う
短
時
間
に
大
口
の
注
文
を
発
注
し
て
取
り
消
す
と
い
う
方
法
（
見
せ
玉
）

で
課
徴
金
納
付
命
令
対
象
者
は
取
引
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
課
徴
金
納
付
命
令

勧
告
文
書
の
別
表
に
あ
る
注
文
・
取
引
情
報
で
は
売
り
と
買
い
に
区
別
さ
れ
た
委
託
注
文
は
一
三
回
の
取
引
の
う
ち
か
な
ら
ず
し
も

ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
に
偏
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
口
の
買
い
指
値
注
文
を
入
れ
た
直
後
に
売
る
、
大
口
の
売
り
指
値
注
文
を

入
れ
た
直
後
に
買
い
戻
す
と
い
う
単
純
な
見
せ
玉
取
引
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
二
番
目
の
取
引
で
は
買
付
け

注
文
九
八
単
位
、
売
付
け
注
文
八
五
単
位
、
四
番
目
の
取
引
で
は
買
付
け
注
文
九
五
単
位
、
売
付
け
注
文
一
〇
一
単
位
等
と
な
っ
て

お
り
、
よ
り
複
雑
な
仕
組
み
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

見
せ
玉
等
の
相
場
操
縦
は
昔
か
ら
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
を
用
い
て
相
場
操
縦
が
お
こ
な
わ
れ
る

可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
日
本
経
済
新
聞
が
報
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
な
に
を
も
っ
て
相
場
操
縦
と
判
断
す
る
か
は
明

確
で
は
な
い
。
大
口
注
文
を
発
注
し
て
即
座
に
取
り
消
す
と
い
う
よ
う
な
相
場
操
縦
は
ど
の
程
度
の
注
文
を
大
口
注
文
と
定
義
す
る

か
に
も
よ
る
が
、
比
較
的
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
注
文
数
量
が
小
さ
く
な
る
と
相
場
操
縦
の
意
図
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と

は
難
し
く
な
る
し
、
値
動
き
に
関
連
の
あ
る
他
銘
柄
へ
の
注
文
を
相
場
操
縦
の
対
象
と
し
て
認
定
す
る
の
は
よ
り
困
難
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
や
複
数
銘
柄
に
対
す
る
発
注
・
取
り
消
し
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
銘
柄
の
取
引
の
た
め
に
、
ど
の
銘
柄
へ
の
発
注
・
取

り
消
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
相
場
操
縦
の
意
図
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
至
難
の
業
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
発
注
・
取
り
消
し
記
録
か
ら
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
が
特
定
で
き
れ
ば
本
人
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
場
操

縦
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
と
し
て
摘
発
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
本
当
に
相
場
操
縦
の
意

図
の
な
い
取
引
が
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
監
視
者
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
発
注
・
取
り
消
し
の
タ
イ
ミ
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ン
グ
を
ラ
ン
ダ
ム
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
よ
る
相
場
操
縦
の
認
定
は
日
本
経
済
新
聞
が
報
じ
る
よ
う
に
〇
・
三
秒
で
注
文
を
取
り
消
す

と
い
う
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
画
期
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
海
外
の
監
督
機
関
が
発
表
す
る

相
場
操
縦
の
摘
発
事
例
に
お
い
て
も
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
が
相
場
操
縦
の
対
象
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
（
５
）（

た
だ
し
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
に
対
す
る
相
場
操
縦
の
認
定
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
は
い

な
い
）。
大
量
の
発
注
と
取
り
消
し
を
繰
り
返
す
ハ
イ
・
フ
リ
ー
ク
ェ
ン
シ
ー
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
Ｈ
Ｆ
Ｔ
）
に
対
す
る
批
判
が

世
界
的
に
強
ま
っ
て
お
り
、
Ｈ
Ｆ
Ｔ
が
相
場
操
縦
と
し
て
摘
発
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
ど
う
い
っ
た
基
準
が
相
場
操

縦
の
認
定
基
準
と
し
て
定
着
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

二
〇
一
〇
年
五
月
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
以
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｘ
の
ハ
ン
セ
イ
ダ
ー
（H

unsader

）
氏
が
執

行
可
能
性
の
低
い
指
値
注
文
を
大
量
に
発
注
し
、
取
り
消
す
行
為
を
ク
オ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
（quote

stuffing

）
と
名
付
け

て
批
判
し
て
い
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ク
オ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
が
相
場
操
縦
と
し
て
摘
発
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
ク
オ
ー

ト
・
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
は
大
量
の
注
文
処
理
を
取
引
所
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
要
求
し
、
相
場
報
道
や
注
文
処
理
の
遅
れ
を
引
き
起

こ
さ
せ
る
こ
と
や
、
他
の
Ｈ
Ｆ
Ｔ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
時
的
に
減
速
・
中
断
さ
せ
る
こ
と
が
狙
い
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
ク
オ
ー

ト
・
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
自
体
は
利
益
を
生
み
だ
さ
ず
、
他
の
取
引
で
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
取
引
か

ら
発
生
し
た
利
益
を
ク
オ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
か
ら
得
た
利
益
と
し
て
特
定
す
る
の
が
難
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
進
歩
は
何
ら
か
の
形
で
少
な
く
と
も
誰
か
に
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
技
術
の
進
歩
を
制
限
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
利
益
が
不
当
な
形
で
追
及
さ
れ
な
い
よ
う
、
監
督
機
関
や
市
場
関
係
者
が
技
術
の
進
歩
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
ろ
う
。
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注（
１
）

「
国
債
先
物
で
相
場
操
縦
の
疑
い
　
監
視
委
、
海
外
投
資
家
に
勧
告
へ
」『
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
一
四
年
九
月
五
日

（
二
時
五
分
）、「
国
債
先
物
で
相
場
操
縦
、
日
銀
緩
和
下
の
市
場
突
く
、
海
外
投
資
家
に
監
視
委
勧
告
へ
」『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
四

年
九
月
五
日
、
朝
刊
二
ペ
ー
ジ
。

（
２
）

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
「
長
期
国
債
先
物
に
係
る
相
場
操
縦
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
の
勧
告
に
つ
い
て
」
二
〇
一
四
年
九
月
五
日

（http://w
w

w
.fsa.go.jp/sesc/new

s/c_2014/2014/20140905-1.htm

）。

（
３
）

T
akako

T
aniguchiand

Y
um

iIkeda,"Japan's
W

atchdog
Seeks

$3,100
F

ine
for

JG
B

F
utures

M
anipulation,"B

loom
berg.com

,5

Septem
ber

2014
(http://w

w
w

.bloom
berg.com

/new
s/2014-09-05/japan-s-w

atchdog-seeks-3-100-fine-for-jgb-futures-

m
anipulation.htm

l).

（
４
）

「
〇
・
三
秒
注
文
、
市
場
欺
く
　
国
債
先
物
相
場
操
縦
で
監
視
委
勧
告
」『
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
一
四
年
九
月
六
日

（
〇
時
四
三
分
）、「
〇
・
三
秒
間
の
注
文
、
市
場
欺
く
、
国
債
先
物
で
相
場
操
縦
、
監
視
委
勧
告
、
他
の
自
動
売
買
誘
う
。」『
日
本
経
済
新

聞
』
二
〇
一
四
年
九
月
六
日
、
朝
刊
五
ペ
ー
ジ
。

（
５
）

証
券
取
引
に
関
し
て
は
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
商
品
取
引
に
関
し
て
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
に
対
す
る
行
政
処
分
事
例
が
ア
メ
リ
カ
で

二
件
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
の
小
麦
先
物
取
引
に
関
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
見
せ
玉
」
を
用
い
た

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
で
あ
り
、
商
品
先
物
取
引
委
員
会
（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
に
対
し
て
商
品
先
物
ブ
ロ
ー
カ
ー
（E

ric
M

oncada

）
が
一
五
六

万
ド
ル
の
支
払
い
で
和
解
し
て
い
る
。B

ernard
V

aughan,"U
PD

A
T

E
1-B

roker
to

pay
$1.56

m
ln

over
U

.S.regulator's
w

heat

futures
m

anipulation
claim

s,"
R

euters.com
,1

O
ctober

2014
(http://in.reuters.com

/article/2014/10/01/usa-w
heat-

m
anipulation-idIN

L2N
0R

W
29X

20141001).

も
う
一
つ
は
二
〇
一
一
年
八
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
大
豆
ミ
ー
ル
・
金
・
大
豆
油
・
高

（22）



品
質
銅
・
ユ
ー
ロ
Ｆ
Ｘ
・
ポ
ン
ド
Ｆ
Ｘ
等
の
二
〇
の
先
物
取
引
に
関
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
見
せ
玉
」
を
用
い
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
で

あ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
に
対
し
て
二
八
〇
万
ド
ル
、
イ
ギ
リ
ス
の
監
督
機
関
で
あ
る
金
融
行
動
監
視
機
構
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
）
に
対
し
て
九
〇
万
ポ
ン

ド
の
支
払
い
が
投
資
会
社
経
営
者
（M

ichaelC
oscia

）
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。C

orilyn
Shropshire,"T

rader
indicted

on

new
anti"spoofing"

law
,"

C
hicagotribune.com

,2
O

ctober
2014

(http://w
w

w
.chicagotribune.com

/business/breaking/chi-

trader-indicted-spoofing-20141002-story.htm
l).

（
よ
し
か
わ
　
ま
さ
ひ
ろ
・
客
員
研
究
員
）
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